
 

（様式２） 

教育委員会（議案･報告）第４２号 

（所 管）教育センター 能力開発課 

件  名 全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて 

提 案 理 由 

・平成２０年度に議決した全国学力・学習状況調査の結果の取り扱い指針につ

いて、指針策定から１３年が経過し調査内容及び取り組み内容に変更点が生

じた。 

・学力向上に向けた調査結果の活用には、立場に応じた目的や活用の方法があ

り、整理する必要がある。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

・令和４年度以降の学力向上に向けた各種調査の分析及び資料作成等の対応に

ついて、平成２０年度に作成した全国学力・学習状況調査結果の取扱い指針

（資料１）を議案４２号の内容に変更して、その取扱いについて定めるもの

とする。 

・指針を議決し事務局はその指針に沿って対応する。 

・議決後は旧指針を廃止する。 

・資料として「新旧対応表（資料２）」を作成。 

備 考 

 

議決後必要と 

なる取組 

この案件の教育委員会議決後は、 

□ 上記案により、公布する。 

□ 令和  年 第  回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案につい

ては、異議がないものとして回答する。 

■ その他（ 学校へ通知する                ） 



 

議案第４２号                              

 

 

 

 

 

全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて 

 

 

 

このことについて、次のとおり、全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて定

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１２月１６日 

堺 市 教 育 委 員 会 

教 育 長  日 渡  円 
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全国学力・学習状況調査結果の取扱いに関する指針 

令和３年１２月１６日制定 

 

全国学力・学習状況調査結果の堺市における取扱いは、次のとおりとする。 

 

１．趣旨 

  堺市教育委員会は、総合的な学力向上の取組を積極的に進めており、各学校においては子ど

もの実態や地域保護者の願い、国の動向をもとにした学校教育目標の実現に向け、子どもの実

態把握や系統的な指導など子どもの学びの充実に努め、児童生徒の学習・生活習慣の確立など

を含む総合的な学力の育成に努めている。 

児童生徒の総合的な学力向上には、市教委が実施する教育施策の評価改善はもとより、学校

は教育活動の目標や内容について保護者をはじめ、広く市民の方々に理解していただき、学校、

家庭、地域が協働で教育改善への取組を推進していくことが必要である。とりわけ、児童生徒

一人ひとりの学習状況等について、きめ細かな指導に生かすことが重要であることから、標記

調査結果については、次のとおり取り扱うこととする。 

 

２．調査結果の取扱い 

（１）堺市教育委員会は、調査結果をもとに総合的な学力向上に向けた市の施策を検証し取組の

改善につなげる。公表にあたっては、本調査により測定できるのは学力の特定の一部分で

あることや学校における教育活動の一側面に過ぎないことを踏まえるとともに、保護者や

市民に調査の趣旨や児童生徒一人ひとりの指導に生かす活用方法、行政取組をわかりやす

く周知する。 

（２）学校管理職は、調査結果を学校教育目標等と照らし合わせ、自校の取組を検証し、取組の

改善に活用する。 

（３）担任等は、子ども一人ひとりの学力学習状況を客観的に把握することで、これまでのその

子の捉えをもとにした担任自身の指導の在り方を見直し改善することで、その子の学びの

充実を図る。またその子の学習の成果と課題について保護者と共有し、その子の資質・能

力に応じた対応について共有するとともに、今後のその子の関わり方に生かす。 

 

 

２ 

資料１ 



 

全国学力・学習状況調査結果の取扱いに関する指針 

 

平成２０年９月１８日制定 

 

全国学力・学習状況調査結果の堺市における取扱いは、次のとおりとする。 

 

１．趣旨 

   堺市教育委員会は、学力向上の取組を積極的に進めており、各学校においては「学力向上

プラン」を作成するとともに、授業改善、児童生徒の学習・生活習慣の確立などに努めて

いる。 

児童生徒の学力向上には、学校のみならず、保護者をはじめ、広く市民の方々に本市の教

育の現状を理解していただき、学校、家庭、地域が協働で教育改善への取組を推進してい

くことが必要であることから、標記調査結果については、次のとおり取り扱うこととする。 

 

２．調査結果の取扱い 

（１）堺市教育委員会は、平均正答率を含む本市立小、中学校全体の調査結果を公表する。 

（２）公表にあたっては、本調査により測定できるのは学力の特定の一部分であることや学校

における教育活動の一側面に過ぎないことを踏まえるとともに、序列化や過度な競争に

つながらないよう十分配慮して適切に扱う。 

（３）堺市教育委員会は、学校別の調査結果について公表しない。また、序列化や過度の競争

につながる恐れのある平均正答率等の数値について、学校が独自に公表することのない

よう指導する。 

（４）公開する資料は次の通りとする。 

① 調査結果概況[小学校国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂ、中学校国語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂ] 

② 設問別調査結果[小学校国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂ、中学校国語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂ] 

③ 設問別(解答類型)調査結果[小学校国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂ、中学校国語Ａ・Ｂ、数   

学Ａ・Ｂ] 

④ 回答結果集計[児童質問紙、生徒質問紙] 

⑤ 回答結果集計[学校質問紙] 

⑥ クロス集計表[児童質問紙、生徒質問紙―教科] 

 

３ 

資料２ 



 

新旧対応表 

 

全国学力・学習状況調査結果の取扱い

に関する指針 

平成２０年９月１８日制定 

実施主体が堺市以外の学力・学習状況に 

かかる調査結果の取扱いに関する指針 

令和３年１２月１６日制定 

１．趣旨 

  堺市教育委員会は、学力向上の取

組を積極的に進めており、各学校に

おいては「学力向上プラン」を作成

するとともに、授業改善、児童生徒

の学習・生活習慣の確立などに努め

ている。 

１．趣旨 

  堺市教育委員会は、総合的な学力向上

の取組を積極的に進めており、各学校に

おいては子どもの実態や地域保護者の願

い、国の動向をもとにした学校教育目標

の実現に向け、子どもの実態把握や系統

的な指導など子どもの学びの充実に努

め、児童生徒の学習・生活習慣の確立な

どを含む総合的な学力の育成に努めてい

る。 

児童生徒の学力向上には、学校の

みならず、保護者をはじめ、広く市

民の方々に本市の教育の現状を理解

していただき、学校、家庭、地域が

協働で教育改善への取組を推進して

いくことが必要であることから、標

記調査結果については、次のとおり

取り扱うこととする。 

児童生徒の総合的な学力向上には、市

教委が実施する教育施策の評価改善はも

とより、学校は教育活動の目標や内容に

ついて保護者をはじめ、広く市民の方々

に理解していただき、学校、家庭、地域

が協働で教育改善への取組を推進してい

くことが必要である。とりわけ、児童生

徒一人ひとりの学習状況等について、き

め細かな指導に生かすことが重要である

ことから、標記調査結果については、次

のとおり取り扱うこととする。 

２．調査結果の取扱い 

（１）堺市教育委員会は、平均正答

率を含む本市立小、中学校全

体の調査結果を公表する。 

２．調査結果の取扱い 

項目の削除 

※公表する調査結果にかんする項目は、国

立政策研究所のホームページで政令市の

調査結果が公表されていることから削

除。 

（２）公表にあたっては、本調査によ

り測定できるのは学力の特定の

一部分であることや学校におけ

る教育活動の一側面に過ぎない

ことを踏まえるとともに、序列

（１）堺市教育委員会は、調査結果をもと

に総合的な学力向上に向けた市の施策

を検証し取組の改善につなげる。公表

にあたっては、本調査により測定でき

るのは学力の特定の一部分であること

４ 



 

化や過度な競争につながらない

よう十分配慮して適切に扱う。 

や学校における教育活動の一側面に過

ぎないことを踏まえるとともに、保護

者や市民に調査の趣旨や児童生徒一人

ひとりの指導に生かす活用方法、行政

取組をわかりやすく周知する。 

（４）公開する資料は次の通りとす

る。 

①調査結果概況[小学校国語Ａ・Ｂ、

算数Ａ・Ｂ、中学校国語Ａ・Ｂ、

数学Ａ・Ｂ] 

②設問別調査結果[小学校国語Ａ・

Ｂ、算数Ａ・Ｂ、中学校国語Ａ・

Ｂ、数学Ａ・Ｂ] 

③設問別(解答類型)調査結果[小学校

国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂ、中学校

国語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂ] 

④回答結果集計[児童質問紙、生徒質

問紙] 

⑤回答結果集計[学校質問紙] 

⑥クロス集計表[児童質問紙、生徒質

問紙―教科] 

項目の削除 

※公表する調査結果にかんする項目は、

国立政策研究所のホームページで政令

市の調査結果が公表されていることか

ら削除。 

－ 

（２）学校管理職は、調査結果を学校教育

目標等と照らし合わせ、自校の取組を

検証し、取組の改善に活用する。 

－ 

（３）担任等は、子ども一人ひとりの学力

学習状況を客観的に把握することで、

これまでのその子の捉えをもとにした

担任自身の指導の在り方を見直し改善

することで、その子の学びの充実を図

る。またその子の学習の成果と課題に

ついて保護者と共有し、その子の資

質・能力に応じた対応について共有す

るとともに、今後のその子の関わり方

に生かす。 

 

 

５ 


